
今回（令和 4 年度）
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51.2%尊重されて

いない
24.0%

前回（平成 29年度）

尊重されて
いる
55.9%尊重されて

いない

人権が尊重されている社会だと思いますか？Q

どちらかといえば
尊重されていないと
思う15.2%

わからない 8.0%
無回答 2.2%

いちがいには
言えない
13.0%

尊重されて
いないと思う
5.7%

どちらかといえば
尊重されていると
思う 44.5%

尊重されて
いると思う
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前回と比較して、「尊重されている」の割合が
4.７ポイント増加しています。
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インターネット（SNS を含む）による人権侵害
働く人の人権 ( パワーハラスメントや長時間労働など )

女性の人権
障がい者の人権

犯罪被害者やその家族の人権
性的マイノリティの人権

子どもの人権
外国人の人権

災害に伴う人権 ( 避難生活でのプライバシーの問題や風評被害など )

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権
ホームレスの人権

高齢者の人権
同和問題に関する人権

刑を終えて出所した人やその家族の人権
新型コロナウイルス感染症に関連して発生した人権侵害

ハンセン病患者・元患者や家族等の人権
エイズ患者・HIV 感染者の人権

アイヌの人々の人権
その他
無回答

尊重されていないと思う人権問題は何ですか？
上の設問で「どちらかといえば尊重されている」「どちらかといえば尊重されていない」「尊重されていない」「いちがいには言えない」を選択した人のみ回答

（あてはまるものすべて）

人権問題に関する
市民意識調査

令和４年度 福岡市
〈 概 要 版 〉

「インターネットによる人権侵害」、
「働く人の人権」は、5割を超え、高い
割合を示しています。



人権問題全般

関心がある
69.7%

関心がない
27.9%

関心がある
65.6％

関心が
ない
24.7％

今回（令和 4 年度） 前回（平成29年度）

あまり関心がない
18.1%

無回答
9.6％

関心がない
6.6％

多少
関心がある
50.3%

関心がある
15.3%

Q 人権問題への関心がありますか？

ない
69.2％

ある
14.9％

わからない
14.0％

無回答1.8％Q この５年間に差別をされた、人権を侵害されたと
思ったことがありますか？

Q 人権に関する３つの法律を知っていますか？

障害者差別解消法

ヘイトスピーチ解消法

部落差別解消推進法

知っている

凡例

名前は聞いたことがあるが、
内容は知らない 知らない 無回答

0% 40%20% 80%60% 100%

13.7 29.5 55.6 1.3

1.537.9 42.717.9

22.4 35.7 40.7 1.2

障害者差別解消法
ヘイトスピーチ解消法
部落差別解消推進法

「知っている」
「名前は聞いた
ことがある」と
答えた人

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
部落差別の解消の推進に関する法律

43.2
％
55.8
％
58.1
％

1

【正式名称】

前回と比較して、「関心がある」の割合が
4.1ポイント減少しています。

「ある」が約15%、「ない」が約70%です。
「ある」と答えた人は、「年齢」「収入・財産」「職業」などに
ついて、差別や人権侵害をされた、と回答しています。



様々な人権問題

0% 40%20% 80%60% 100%

Q 同和問題について、いまなお差別があると思いますか？

進学などの教育の面

凡例

就職などの面

結婚の面

生活環境面

日常のつきあいの面

社会における偏見意識

同和地区の家や
土地の購入の面

インターネットへの
書き込みなど

差別は厳しい 多少差別はある 差別はない わからない 無回答
同和地区のことは
知らない

2.2

2.8

9.1 28.0

30.5

38.6 16.0 6.1

5.815.237.818.919.4

2.6

2.0 15.0 28.5 33.8 14.8

14.029.513.532.0

5.9

6.14.9

6.8 15.5 11.4 45.2 6.5

6.015.742.47.620.9

14.7

7.4

7.4 9.4 32.7 14.7 5.4

6.115.437.721.117.1

Q 女性に関する事柄で、人権上、問題があると思われること（３つまで）（割合の高かった選択肢上位５つを掲載）

小・中学校などの人権教育で、同和問題に
関する正しい知識を教える

市民が、自ら差別や人権について学ぶ

市民一人ひとりが、住所や出身地に関係なく
活発に交流する

国や地方自治体が、教育・啓発に効果的に取り組む

わざわざとりあげないで、そっとしておく方がよい

Q 同和問題解決への望ましい方向性は？（３つまで）（割合の高かった選択肢上位５つを掲載）
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46.2
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0% 20%10% 40%30% 50%

41.7
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26.4                      　　　　
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採用条件、仕事内容、昇給昇進における
男女差など、待遇の違い

家事・育児や介護などを男女が共同して行う
社会の仕組みの未整備

「男は仕事、女は家庭」といった男女の固定的な
役割分担意識を押しつけること

意思決定や方針決定の場での女性の
参画率が低いこと

職場や学校などでのセクシュアルハラスメントや
マタニティハラスメント

2

「学校での人権教育」
が最も高く、4割を超
えています。

「社会の仕組みの未
整備」が最も高く、4割
を超えています。

「結婚」「社会における偏見意識」の項目について、「差別は厳しい」「多少差別はある」の合計が4割近くと、
他の項目に比べて高くなっています。



様々な人権問題

いじめや無視、嫌がらせ（インターネットやSNSも含む）
などを受けること

保護者などから、虐待や育児放棄されること

※各設問につき、割合の高かった選択肢上位5つを掲載　※いずれの設問も3つまで選択

子どもの将来がその生まれ育った環境によって
左右されたり、貧困が世代を超えて連鎖したりすること

いじめをしている人や、いじめられている人を
見て見ぬふりをすること

教師が体罰や不適切な言動を行うこと

Q 子どもに関する事柄で、人権上、問題があると思われること

インターネットを十分に活用できないことなどにより、
生活に必要な情報が高齢者に十分に伝わりにくいこと

地域社会から孤立すること

詐欺や悪徳商法などの財産侵害の被害を
受けやすいこと

道路・建物・交通機関の段差や階段など
外出先での不便が多いこと

経済的に自立が困難なこと

Q 高齢者に関する事柄で、人権上、問題があると思われること

就職・職場で不利な扱いや搾取を受けること

生活に必要な情報を十分に手に入れることができないこと

外国の生活習慣などへの理解が不足し、
外国人が地域社会に受け入れられないこと

ヘイトスピーチなどの、不当な差別的言動を受けること

わからない

Q 外国人に関する事柄で、人権上、問題があると思われること

働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと

障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと

道路・建物・交通機関の段差や階段など
外出先での不便が多いこと

差別的な言動を受けること

聴覚や視覚に障がいのある人などへ必要な
情報を伝える配慮が足りないこと

Q 障がい者に関する事柄で、人権上、問題があると思われること
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「生活に必要な情報を
十分に手に入れること
ができないこと」が最
も高くなっています。

「生活に必要な情報が十分に伝
わりにくいこと」が最も高く4割
を超えています。

「能力を発揮する機
会が少ないこと」が最
も高くなっています。

　

「いじめ」「虐待」に関
する選択肢が4割を
超えています。



医療従事者などのエッセンシャルワーカーや、
その家族等に対して差別的な言動が行われること

エイズやＨＩＶについて正しく理解されておらず、
誤った認識や偏見があること

悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること

家族や親戚・友人等からつきあいを拒絶されること

病気に関する個人情報が本人に無断で他人に
伝えられるなど、プライバシーが守られないこと

わからない

ハンセン病について正しく理解されておらず、
誤った認識や偏見があること

悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること

家族や親戚・友人等からつきあいを拒絶されること

ハンセン病患者・元患者や家族等のプライバシーが
守られないこと

わからない

感染者や、その家族等に対して差別的な言動等が
行われること

ワクチンを接種することができない方などに
不利益な取扱いをすること

インターネットやＳＮＳ上で誹謗中傷されたり、
誤った情報が流されること

職場や学校で不利な扱いを受けること

誹謗中傷や差別を助長する表現など、
人権を侵害する情報を掲載すること

本人の承諾無く氏名や住所といった個人情報、
写真などを掲載すること

情報の発信者が匿名の場合が多いため、被害者が
救済されにくいこと

ＳＮＳにおける仲間はずしなどのネットいじめが
発生していること

出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっていること

Q 新型コロナウイルス感染症に関する事柄で、人権上、問題があると思われること
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Q エイズ患者・ＨＩＶ感染者に関する事柄で、人権上、問題があると思われること

0% 10% 30%20% 40%

38.4
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27.1      　　　　        

 

Q ハンセン病患者等に関する事柄で、人権上、問題があると思われること

0% 10% 30%20% 40%

36.1

21.1                                         

19.0                                       　　

14.4                                                   　　　

32.2            

Q インターネットに関する事柄で、人権上、問題があると思われること

0% 10% 50%40%30%20% 60%

56.3

26.8 　　　　　　                               

25.2     　　　　　　      　 　　　　　　　

24.5    　　　　　　     　  　　　　　　　　

23.3     　　　　　　      　　　　　　　        

4

「差別的な言動」に
関する選択肢が高
くなっています。

「誤った認識や偏見
があること」が最も
高くなっています。

「誤った認識や偏見
があること」が最も
高くなっています。

「人権を侵害する情報を
掲載すること」が特に高
く5割を超えています。



経済的に自立が困難なこと

通行人等から暴力をふるわれること

住宅を容易に借りることができないこと

ホームレスの人たちに対する誤った認識や偏見が
存在していること

差別的な言動を受けること

犯罪行為によって長期間被害に苦しむこと

報道によってプライバシーに関することが
公表されたり、私生活の平穏を保てなくなること

犯罪被害者自身にも原因やきっかけを与えるなどの
落ち度があったと言われること

刑事裁判手続きにおいて必ずしも被害者の声が
十分反映されるわけではないこと

捜査や刑事裁判において精神的負担を受けること

悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること

更生した人たちに対する誤った認識や偏見が
存在していること

就職・職場で不利な扱いを受けること

住宅を容易に借りることができないこと

わからない

身体や居住移転の自由を奪われ帰国できないこと

拉致被害者及びその家族は一緒に生活するという当然の
権利を奪われていること

拉致被害者の家族が、拉致被害者に関する情報を
得ることができないこと

拉致問題に関する国民の理解が足りないこと

わからない

Q 北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する事柄で、人権上、問題があると思われること
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Q ホームレスに関する事柄で、人権上、問題があると思われること
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19.4                          　　　　　　　        

Q 犯罪被害者やその家族に関する事柄で、人権上、問題があると思われること

0% 10% 50%40%30%20% 60%

55.3

52.7    

24.6　　　　　　　　　  　 　　　　　　　

24.5　　　　　　　　  　  　　　　　　　　

21.6　　　　　　　　  　  　　　　　　　        

Q 刑を終えて出所した人に関する事柄で、人権上、問題があると思われること

0% 20%10% 40%30% 50%

38.1

36.1     

34.4         

13.1                                　 　　　　　　　

25.9                           

5

「帰国できないこと」「家族と生活で
きないこと」が5割を超えています。

「経済的に自立が困難な
こと」が最も高く5割と
なっています。

「報道による影響」「長期間に
及ぶ被害」が特に高く、5割を
超えています。

「差別的な言動」「誤った認識
や偏見」「不利な扱い」が高く
なっています。



避難生活の長期化によるストレスなどの
二次的被害があること

避難生活でプライバシーが守られないこと

女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼児・妊婦・
性的マイノリティ等への十分な配慮が行き届かないこと

支援や被災状況などの必要な情報が
行き届かないこと

デマや風評などにより被災者が差別的な言動を受けること

同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること

長時間労働などにより、仕事と生活の調和を
保つことが難しいこと

パワーハラスメントがあること

非正規雇用など不安定な雇用形態から抜け出したくても
抜けられないこと

セクシュアルハラスメントがあること

悪意のある噂を流されたり差別的言動を受けること

性的マイノリティに対する理解が不足しており、
誤解や偏見があること

行政や民間サービスにおいて、同性パートナーが
家族と同等の扱いを受けられない場合があること

相談できる相手が少ないこと

わからない

【福岡市パートナーシップ宣誓制度】
一方又は双方が性的マイノリティである二人のパートナー関係を
尊重するもので、宣誓された二人には福岡市がその証として受領
証をお渡ししています。

「知っている」「名前は聞いたことがある」と
答えた人は53.3%です。

Q 性的マイノリティに関する事柄で、人権上、問題があると思われること

Q「パートナーシップ宣誓制度」を知っていますか？

0% 10% 30%20% 40%

34.8

29.7               

20.7                           　　　　

19.1                    　　　　　　　　

20.0                     　　　　        

 

Q 災害に伴う問題に関する事柄で、人権上、問題があると思われること

0% 10% 50% 60%40%30%20% 70%

59.7

51.7　　       

 46.7　　　   　　　

32.9　　　 　　　　　      　　　　　　　

23.9　　　　　　　 　　　　　　　　        

Q 働く人に関する事柄で、人権上、問題があると思われること

0% 20%10% 40%30% 50%

45.7

30.8　　　　　　　　　      

26.4　　　　　　　　　　　          

26.2　　　　　　　　　  　　　　　

23.0　　　　　　　                            

無回答
1.8%

知っている

名前は
聞いたことがあるが、
内容は知らない

知らない

20.3%

33.0%
44.9%
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「誤解や偏見がある
こと」が最も高くなっ
ています。

避難生活における「二次的被害」「プ
ライバシー」「配慮が行き届かないこ
と」の割合が高くなっています。

「パワーハラスメント
があること」が最も高
く4割を超えています。



福岡市では、人権問題に関する市民の意識を把握し、啓発事業等の人権施策の一層効果的な推進を図るとともに、今後
本市が取り組むべき人権行政のあり方を検討するため、調査を実施しています。

（あてはまるものすべて）（割合の高かった項目を掲載）

令和4年度（2022年度）人権問題に関する市民意識調査

福岡市人権啓発センター（ココロンセンター）

人権問題の啓発

福岡市市民局人権部人権推進課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号    
TEL ：092-711-4338 FAX ： 092-733-5863
E-mail：jinkensuishin.CAB@city.fukuoka.lg.jp

所 在 地：福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号 あいれふ8階
T E L：092-717-1237   F A X：092-724-5162
開館時間：10時～21時、土曜日・12/28は17時30分まで
休 館 日：日曜日、祝・休日、年末年始など

人権啓発相談室 TEL：092-717-1247
相談時間：月～金曜日／10時～12時、13時～17時

福岡市人権啓発センターでは、セミナーやフェスティバルなどの人権啓発事業の
開催、図書・DVDなどの閲覧・貸出、様々な人権問題に関する相談などを行って
います。また、市内の企業に対して、当センターの職員を派遣して研修を行ってい
ます。相談や研修は無料です。

市政だよりの人権啓発記事（コラムや特集など）

人権啓発テレビＣＭ

人権尊重作品（標語・ポスター・作文）

市政だより12月１日号と同時配布の広報紙「考えようみんなの人権」

人権尊重週間（12月４日から12月10日）の講演会（市民の集いなど）

ハートフルフェスタ福岡

メールマガジンやＳＮＳ、動画投稿サイト（YouTubeなど）、インターネット広告

デジタルサイネージや掲示物（ポスター・横断幕など）

ラジオ番組「こころのオルゴール」

市のホームページ

Q 人権問題についての啓発活動で見たり聞いたりしたことがあるもの

0% 20%10% 40%30% 50%
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※詳細については、福岡市HPに掲載します。

【 本調査に関するお問い合わせ先 】

令和５年３月発行

マスコットキャラクター「ココロン」

福岡市健康づくりサポートセンター（あいれふ）

調査対象者・・福岡市内に居住する満１８歳以上の市民
　　　　　　３，０００人（住民基本台帳からの無作為抽出）
調査方法・・・令和４年１０月に郵送による調査を実施
回収状況・・・有効調査票：1,303票（回収率43.8％）

※回答は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、
　合計が100％にならないことがあります。

福岡市では、様 な々人権啓発イベント、講座・講演会を開催しています。
お気軽にご参加ください。

福岡市  人権 検 索

ココロンセンター  福岡 検 索
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